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皆さんの地区の
民生委員・児童委員

【担当地区】
神威市街、桜沢、
桜ヶ岡

神威桜ヶ岡
（緯４２～６８０２）

 田  中 　 愼  二 さん
た なか しん じ

【担当地区】
歌神市街、一区
（一部）、梅の沢

歌神市街
（緯４２～５２５８）

 山  本 　 功  子 さん
やま もと あつ こ

【担当地区】
歌神二区、三区、
筍沢

歌神三区
（緯４２～２２９３）

 細  谷 　　 亘 さん
ほそ や わたる

【担当地区】
歌神一区

歌神一区
（緯４２～４１８３）

 鈴  木 　　 孝 さん
すず き たかし

【担当地区】
本町第二（６班～
８班）、金井沢、歌
神川向

本町第二
（緯４２～２８０６）

 黒  田 　 征  子 さん
くろ だ まさ こ

【担当地区】
本町第二（１班～
５班）

本町第二
（緯４２～２３６５）

 岡  渕 　 栄  子 さん
おか ぶち えい こ

【担当地区】
本町第一

本町第一
（緯４２～３３１０）

 田  中 　 歌  子 さん
た なか うた こ

【担当地区】
東光二区、本町社
宅、川向

本町川向
（緯４２～２９６５）

 山  崎 　　 正 さん
やま ざき ただし

【担当地区】
東光三区、本町中
央

本町中央
（緯４２～４９１７）

 小  島 　　 修 さん
こ じま おさむ

【担当地区】
上歌旭町、新栄町、
曙町

上歌新栄町
（緯４２～３３２７）

 髙  橋 カズ
たか はし

 子 さん
こ

　１２月１日、民生委員・児童委員の改選が行われ、次のかた

がたが委員に委嘱されました。

　委員の皆さんはこれから３年間、市民と福祉サービスを結び

つけるたいせつな役割を担い、生活に困っている人や高齢者を

はじめ、生活上のさまざまな悩みを持つ人からの相談を親身に

受け、関係機関と連携をとりながら解決を目指していきます。

　福祉向上の手助けをされる委員のお名前と担当地区は次のと

おりです。委員宅の玄関には青い門標がかけられていますので、

それを目印に、困ったことや悩みがあるときはお気軽にお訪ね

ください。

皆さんの地区の
民生委員・児童委員
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こんな時はご相談を

【担当地区】
文珠第三（６班～
１５班）

文珠第三
（緯４２～４１３９）

 尾  中 　 愼  一 さん
お なか しん いち

【担当地区】
文珠第三（１班～
５班）、単身住宅、
企業向け住宅

文珠第三
（緯４２～４５９１）

 北  山 　 昭  子 さん
きた やま あき こ

【担当地区】
文珠しらかば団地

文珠しらかば団地
（緯４２～２７５７）

 日  景 　 明  美 さん
ひ かげ あけ み

【担当地区】
文珠新泉町

文珠新泉町
（緯４２～３８５６）

【担当地区】
文珠第二、本通り

文珠第二
（緯４２～３５７２）

 相  良 　 昭  吉 さん
さが ら あき よし

【担当地区】
文珠第二（高台）

文珠第二
（緯４２～６７８９）

 武  田 　 正  幸 さん
たけ だ まさ ゆき

【担当地区】
文珠第一

文珠第一
（緯４２～５０８７）

 井  村 　 敬  子 さん
い むら けい こ

【担当地区】
神威美山町、中村
市街

中村市街
（緯４２～５０１４）

 関 　　 武  雄 さん
せき たけ お

【担当地区】
中村中央団地、宮
下町

中村宮下町
（緯４２～２４５１）

 田  村 　 榮  司 さん
た むら えい じ

【担当地区】
中村中央団地

中村宮下町
（緯４２～３８５１）

 土  肥 　 幸  治 さん
ど い こう じ

【担当地区】
神威錦ヶ岡、宮の
下、神楽岡

神威神楽岡
（緯４２～４６６４）

 山  川 　 義  信 さん
やま かわ よし のぶ

本町中央
（緯４２～６４８２）

 杉  山 るみ 子 さん
すぎ やま こ

歌神市街
（緯４２～３３０６）

 早  川 　 達  夫 さん
はや かわ たつ お

　主任児童委員は、家庭や子どもの問
題に関することを担当する専門員です。
　特定の担当地域は持たず、皆さんか
らのご相談に応じ、行政機関等と連絡・
連携をとるパイプ役として活動します。

 伊  藤 　 禮  子 さん
い とう れい こ

■介護や在宅福祉サービスの利用

に関すること

■生活福祉資金などの借り入れや

返済に関すること

■生活保護の申請や受給などに関

すること

■心身上の疾病、障がい、予防、

治療、医療費、精神衛生などの

問題に関すること

■育児や子どものしつけ、保育な

どに関すること

■虐待やいじめ、非行などの問題

行動に関すること

主任児童委員
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食
品
衛
生
事
業
に
貢
献

 

安
田
清
さ
ん
に
厚
労
大
臣
表
彰

食
品
衛
生
事
業
に
貢
献

 

安
田
清
さ
ん
に
厚
労
大
臣
表
彰

  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

　
元
歌
志
内
市
長
及
び
元
市
議
会

議
員
で
あ
っ
た
堀
内
日
出
男
さ
ん

（
本
町
第
一
）
に
、
長
年
の
地
方

自
治
に
貢
献
し
た
功
績
を
た
た
え
、

こ
の
度
旭
日
小
綬
章
が
授
与
さ
れ

ま
し
た
。

　
堀
内
さ
ん
は
、
昭
和
　
年
　
月

６３

１０

市
長
と
し
て
「
み
ん
な
で
動
か
す

市
政
」
を
信
条
に
、
豊
富
な
経
験

と
温
厚
な
人
柄
を
生
か
し
、
市
民

が
参
加
す
る
開
か
れ
た
市
政
を
推

進
し
て
き
ま
し
た
。

　
ま
た
、
昭
和
　
年
５
月
か
ら
同

５８

　
年
９
月
ま
で
、
ま
た
平
成
７
年

６３５
月
か
ら
同
　
年
４
月
ま
で
の
通

２３

算
　
年
以
上
に
わ
た
り
、
市
議
会

２１
議
員
と
し
て
議
会
の
円
滑
な
運
営

と
地
域
の
振
興
発
展
に
ご
尽
力
さ

れ
ま
し
た
。

　
　
月
　
日
に
市
長
室
に
お
い
て

１１

２８

山
崎
議
長
同
席
の
も
と
伝
達
式
が

行
わ
れ
、
堀
内
氏
に
対
し
村
上
市

長
か
ら
叙
勲
の
伝
達
が
行
わ
れ
ま

し
た
。

　
第
　
回
危
険
業
務
従
事
者
叙
勲

２１

が
　
月
上
旬
に
発
表
さ
れ
、
本
市

１１
か
ら
澤
田
季
孝
さ
ん
（
文
珠
第

三
）
が
受
賞
さ
れ
、
瑞
宝
双
光
章

が
授
与
さ
れ
ま
し
た
。

　
澤
田
さ
ん
は
、
昭
和
　
年
か
ら

４３

平
成
　
年
ま
で
の
　
年
間
の
長
期

２１

４１

に
わ
た
り
、
消
防
職
員
ま
た
、
消

防
長
と
し
て
従
事
さ
れ
、
火
災
な

ど
の
被
害
を
最
小
限
に
と
ど
め
、

本
市
の
消
防
行
政
発
展
に
貢
献
さ

れ
ま
し
た
。

　
　
月
　
日
に
市
長
室
で
伝
達
式

１１

２７

が
行
わ
れ
、
村
上
市
長
か
ら
瑞
宝

双
光
章
が
手
渡
さ
れ
、
澤
田
さ
ん

は
「
た
い
へ
ん
光
栄
で
す
。
こ
の

受
章
は
、
良
き
先
輩
、
同
僚
、
後

輩
の
協
力
が
あ
っ
て
受
章
で
き
た

も
の
と
思
い
ま
す
。
今
後
も
こ
の

叙
勲
に
恥
じ
る
こ
と
の
無
い
よ
う

に
精
進
し
て
参
り
ま
す
」
と
受
章

の
喜
び
を
話
し
て
く
れ
ま
し
た
。

  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

 
 堀
  内
 　

ほ
り
 
う
ち

 日
  出
  男
 　
に
旭
日
小
綬
章
授
与

ひ
 

で
 

お

 
さ
　

ん

  亨亨亨亨亨亨亨亨亨亨亨亨亨亨亨亨亨亨亨亨亨亨亨亨亨亨亨亨亨亨亨亨亨亨亨亨亨亨亨亨亨亨亨亨亨亨亨亨亨亨亨亨亨亨亨亨亨亨亨亨亨亨亨亨亨亨亨亨

　
前
砂
川
地
方
食
品
衛
生
協
会
理

事
・
事
業
部
長
の
 安
  田
  清
 さ
ん

や
す
 
だ
 
き
よ
し

（
本
町
第
一
）
が
、
こ
の
度
食
品

衛
生
事
業
に
貢
献
し
た
と
し
て
、

厚
生
労
働
大
臣
表
彰
を
受
賞
さ
れ

ま
し
た
。

　
安
田
さ
ん
は
昭
和
　
年
か
ら
約

４７

　
年
間
ス
ナ
ッ
ク
を
経
営
し
、
市

４０民
に
親
し
ま
れ
て
き
ま
し
た
。

　
表
彰
を
受
け
た
安
田
さ
ん
は
、

「
こ
の
よ
う
な
表
彰
を
も
ら
え
る

と
は
思
っ
て
も
い
ま
せ
ん
で
し
た
。

と
て
も
光
栄
で
す
」
と
受
賞
の
感

想
を
話
し
て
く
れ
ま
し
た
。

　
北
海
道
歯
科
医
師
会
が
主
催
す

る
、「
高
齢
者
の
歯
の
コ
ン
ク
ー

ル
」
で
 藤
  澤
  禮
  子
 さ
ん
（
東
光
三

ふ
じ
 さ
わ
 れ
い
 
こ

区
）
が
、
応
募
者
総
数
３
５
１
人

の
中
、
み
ご
と
最
優
秀
賞
を
受
賞

し
ま
し
た
。

　
藤
澤
さ
ん
は
、
現
在
虫
歯
も
な

く
、「
受
章
が
出
来
て
と
て
も
う

れ
し
い
で
す
。
昔
、
親
知
ら
ず
を

２
本
抜
い
た
だ
け
で
、
後
は
虫
歯

も
な
く
全
部
自
分
の
歯
で
す
。
食

  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥   ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

 
 澤
  田
 　

さ
わ
 
だ

 季
  孝
 　
に
瑞
宝
双
光
章
授
与

す
え
 
た
か
 
さ
　

ん

「
高
齢
者
の
歯
の
コ
ン
ク
ー
ル
」
で

 

藤
澤
禮
子
さ
ん
が
最
優
秀
賞
受
賞

事
の
後
は
必
ず
歯
磨
き
を
し
て
い

ま
す
。
た
だ
そ
れ
だ
け
で
す
よ
」

と
話
し
て
く
れ
ま
し
た
。
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■
対
象
と
な
る
世
帯

　
平
成
　
年
１
月
１
日
現
在
、
市

２６

内
に
住
所
を
有
す
る
方
で
、
平
成

　
年
度
市
民
税
が
非
課
税
で
あ
り
、

２５次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
在
宅

世
帯
。

○
高
齢
者
世
帯

　
全
員
が
　
歳
以
上
（
昭
和
　
年

６５

２４

１
月
１
日
以
前
に
生
ま
れ
た
方
）

の
世
帯

○
重
度
身
体
障
が
い
者
世
帯

　
身
体
障
害
者
手
帳
１
級
ま
た
は

２
級
の
交
付
を
受
け
て
い
る
世
帯

○
母
子
・
父
子
世
帯

　
　
歳
以
下
の
児
童
（
平
成
７
年

１８

４
月
２
日
以
降
に
生
ま
れ
た
方
）

を
扶
養
し
て
い
る
母
子
・
父
子
世
帯

■
対
象
と
な
ら
な
い
世
帯

▼
高
齢
者
世
帯
で
、
子
な
ど
の
親

族
が
別
世
帯
で
あ
っ
て
も
同
居

し
て
い
る
世
帯

▼
生
活
保
護
を
受
給
し
て
い
る
世
帯

▼
病
院
や
社
会
福
祉
施
設
な
ど
に

長
期
入
院
・
入
所
し
て
い
る
方

■
助
成
内
容

　
１
世
帯
あ
た
り
５
，０
０
０
円
分

の
助
成
券
１
枚
（
申
請
日
か
ら
平

成
　
年
３
月
　
日
ま
で
有
効
）
を

２６

２０

交
付
。

■
持
参
す
る
も
の

　
通
知
封
書
一
式
（
申
請
書
・
非

課
税
証
明
書
）
・
印
鑑
・
本
人
確

認
書
類
（
免
許
証
、
健
康
保
険
証

な
ど
）
・
身
体
障
害
者
手
帳
（
重

度
身
体
障
が
い
者
世
帯
の
み
）
・

委
任
状
（
申
請
者
が
同
居
の
親
族

以
外
の
場
合
）

※
世
帯
員
に
平
成
　
年
１
月
２
日

２５

以
降
本
市
へ
転
入
さ
れ
た
方
が

い
る
場
合
は
、
転
入
さ
れ
た
方

の
、
平
成
　
年
１
月
１
日
現
在

２５

居
住
し
て
い
た
市
町
村
が
発
行

す
る
非
課
税
証
明
書
が
必
要
と

な
り
ま
す
。

暖
房
用
灯
油
助
成
券
を
交
付
し
ま
す

暖
房
用
灯
油
助
成
券
を
交
付
し
ま
す

高
齢
者
世
帯
等
を
対
象
に

　
市
で
は
、
前
年
と
比
べ
暖
房
用
灯
油
価
格
が
高
騰
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
高
齢
者
世
帯
等
（
市
民
税
非

課
税
）
に
対
し
在
宅
福
祉
の
向
上
を
図
る
た
め
、
暖
房
用
灯
油
代
の
一
部
を
助
成
い
た
し
ま
す
。

　
対
象
と
思
わ
れ
る
世
帯
に
は
１
月
上
旬
に
封
書
で
通
知
い
た
し
ま
す
が
、
該
当
す
る
と
思
わ
れ
る
世
帯

で
封
書
が
届
か
な
い
方
は
、
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

 

〈
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
・
市
役
所
２
階
緯
４
２
～
３
２
１
３
〉

対象地区交付場所交付時間交付日

上歌上歌地区集会所１０：００～１１：３０

１月２２日我 東光、本町公民館１３：３０～１５：００

歌神歌神一区集会所１５：３０～１７：００

神威老人福祉センター１０：００～１１：３０
１月２３日牙

中村中村生活館１３：３０～１５：００

文珠第一、文珠第二文珠第二町内会館１０：００～１１：３０

１月２４日画 新泉町、しらかば団地しらかば町内会館１３：３０～１４：３０

文珠第三文珠第三町内会館１５：００～１６：００

 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

■
交
付
日
時
な
ど
　

※
な
お
、
指
定
の
交
付
日
に
申
請

が
で
き
な
い
場
合
は
、
市
役
所

２
階
保
健
福
祉
課
窓
口
で
１
月

　
日
（
月
）
か
ら
３
月
　

日

２７

２０

（
木
）
ま
で
の
間
、
随
時
受
け

付
け
ま
す
。
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ニ
ト
リ
北
海
道
応
援
基
金

 

助
成
金
で
桜
を
植
え
替
え
ま
し
た

 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

　
高
齢
者
虐
待
と
し
て
次
の
５
つ

が
挙
げ
ら
れ
ま
す
。

　
暴
力
行
為
な
ど
で
身
体
に
痛
み

を
与
え
た
り
、
外
部
と
の
接
触
を

遮
断
し
た
り
す
る
行
為
。

▽
具
体
例
　
殴
る
、
食
事
を
無
理

に
口
に
入
れ
る
、
ベ
ッ
ド
等
に

縛
り
付
け
る
、
薬
を
過
剰
に
服

用
さ
せ
動
作
を
抑
制
す
る
等

虐
待
行
為
と
は

身
体
的
虐
待

▽
具
体
例
　
怒
鳴
る
、
悪
口
を
言

う
、
失
敗
等
を
人
前
で
話
し
恥

を
か
か
せ
る
等

心
理
的
虐
待

　
本
人
と
の
間
で
合
意
が
形
成
さ

れ
て
い
な
い
、
あ
ら
ゆ
る
形
態
の

性
的
な
行
為
ま
た
は
そ
の
強
要
。

▽
具
体
例
　
 排
泄
 の
失
敗
に
対
し

は
い
せ
つ

て
懲
罰
的
に
下
半
身
を
裸
に
し

て
放
置
す
る
等

性
的
虐
待

▽
具
体
例
　
入
浴
さ
せ
ず
皮
膚
等

が
汚
れ
て
い
る
、
食
事
を
与
え

な
い
、
ご
み
の
多
い
劣
悪
な
環

境
で
生
活
さ
せ
る
等

介
護
や
世
話
の
放
棄

 
・
放
任
（
ネ
グ
レ
ク
ト
）

い
る
人
に
そ
の
認
識
が
な
か
っ
た

り
、
虐
待
さ
れ
て
い
る
人
が
家
族

を
か
ば
っ
た
り
し
て
発
見
が
難
し

い
の
が
現
状
で
す
。

　
高
齢
者
虐
待
を
防
ぐ
た
め
に
は
、

早
期
の
発
見
・
対
応
な
ど
が
極
め

て
重
要
で
あ
り
、
社
会
全
体
で
高

齢
者
を
見
守
る
こ
と
が
た
い
せ
つ

で
す
。

　
ま
た
、
介
護
者
は
介
護
を
一
人

で
抱
え
込
ま
ず
、
専
門
家
へ
の
相

談
や
介
護
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
す
る

な
ど
、
日
頃
の
介
護
負
担
を
軽
く

す
る
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。

　
虐
待
か
な
？
と
思
っ
た
と
き
は

迷
わ
ず
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー

へ
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

高
齢
者
虐
待
を

 

防
止
す
る
た
め
に

※
こ
の
ほ
か
、
法
的
な
定
義
に
は

入
れ
ら
れ
て
い
ま
せ
ん
が
、
近

年
、『
セ
ル
フ
ネ
グ
レ
ク
ト
（
自
己

放
任
）』
と
呼
ば
れ
介
護
や
医
療

サ
ー
ビ
ス
が
必
要
な
状
態
で
あ

る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
支
援
や

サ
ー
ビ
ス
の
利
用
を
拒
み
続
け

る
高
齢
者
も
多
く
見
ら
れ
ま
す
。

　
脅
し
等
の
言
葉
や
威
圧
的
な
態

度
、
無
視
、
嫌
が
ら
せ
等
に
よ
っ

て
精
神
的
苦
痛
を
与
え
る
こ
と
。

　
高
齢
者
を
衰
弱
さ
せ
る
ほ
ど
の

減
食
や
長
時
間
の
放
置
、
家
族
等

に
よ
る
虐
待
行
為
の
放
置
等
、
養

護
を
著
し
く
怠
る
こ
と
。

　
高
齢
者
虐
待
は
家
庭
の
中
で
起

こ
る
こ
と
が
多
く
、
虐
待
を
し
て

高齢者虐待防止
 ～尊厳あるくらしの実現を目指して～
　高齢になっても意思が尊重され、尊厳を持って生活することは誰もが望むことです高齢になっても意思が尊重され、尊厳を持って生活することは誰もが望むことです。。

しかし、高齢者が家族や親族などから暴力を受ける、金銭を搾取されるなど人権を侵害　しかし、高齢者が家族や親族などから暴力を受ける、金銭を搾取されるなど人権を侵害ささ

れる「高齢者虐待」が社会問題となっていますれる「高齢者虐待」が社会問題となっています。。

〈地域包括支援センター・市役所２ 〈地域包括支援センター・市役所２階階緯緯４２～３２１３〉４２～３２１３〉

高齢者虐待防止
 ～尊厳あるくらしの実現を目指して～

　
㈱
ニ
ト
リ
が
、
北
海
道
に
元
気

を
取
り
戻
そ
う
と
実
施
し
て
い
る

「
ニ
ト
リ
北
海
道
応
援
基
金
」の
助

成
事
業
に
、
今
年
度
も
サ
イ
ク
リ

ン
グ
ロ
ー
ド
人
生
記
念
植
樹
補
植

事
業
が
選
定
さ
れ
、
桜
の
木
　
本
３０

の
植
え
替
え
を
行
い
ま
し
た
。

　
こ
れ
は
、
㈱
ニ
ト
リ
が
環
境
・

教
育
・
観
光
・
福
祉
の
４
つ
の
分

野
で
、
公
共
性
や
公
益
性
が
高
く

北
海
道
へ
の
貢
献
が
期
待
で
き
る

活
動
な
ど
を
行
う
団
体
に
助
成
す

る
も
の
で
す
。
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高
額
医
療
・
高
額
介
護
合
算
療

養
費
は
、
同
じ
世
帯
の
加
入
者
が

毎
年
８
月
１
日
か
ら
翌
年
７
月
　３１

日
ま
で
の
１
年
間
に
支
払
っ
た
医

療
費
と
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
の
自
己

負
担
を
合
計
し
た
金
額
が
下
表
の

基
準
額
を
超
え
る
場
合
、
申
請
に

よ
り
そ
の
超
え
た
金
額
が
支
払
わ

れ
ま
す
（
５
０
０
円
以
下
の
場
合

は
支
払
い
さ
れ
ま
せ
ん
）
。

※
同
じ
世
帯
で
も
国
民
健
康
保
険
、

健
康
保
険
組
合
、
後
期
高
齢
者

医
療
制
度
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
別

に
計
算
し
ま
す
。

対
象
者
に
申
請
の
ご
案
内

　
対
象
と
な
る
方
に
は
、
２
月
以

降
に
申
請
の
ご
案
内
を
し
ま
す
。

　
な
お
、
案
内
が
届
か
な
く
て
も

対
象
と
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
の

で
、
該
当
す
る
と
思
わ
れ
る
方
は

気
軽
に
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ
　
　
　
　

▽
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
こ
と

な
ら
…
北
海
道
後
期
高
齢
者
医

療
広
域
連
合
（
緯
０
１
１
～
２

９
０
～
５
６
０
１
）

▽
国
民
健
康
保
険
・
介
護
保
険
の

こ
と
な
ら
…
空
知
中
部
広
域
連

合
（
緯
６
６
～
２
１
５
２
）

▽
そ
の
他
全
般
に
つ
い
て
は
…
保

険
医
療
グ
ル
ー
プ
（
市
役
所
１

階
緯
４
２
～
３
２
１
７
）

 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

　
医
療
保
険
や
介
護
保
険
を
使
っ
た
と
き
に
支
払
っ
た
１
か
月
の
自
己
負
担
額
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
保
険

医
療
保
険
や
介
護
保
険
を
使
っ
た
と
き
に
支
払
っ
た
１
か
月
の
自
己
負
担
額
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
保
険
でで

決
め
ら
れ
て
い
る
限
度
額
を
超
え
た
と
き
に
は
、「
高
額
療
養
費
」
、「
高
額
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
」
と
し
て
、

決
め
ら
れ
て
い
る
限
度
額
を
超
え
た
と
き
に
は
、「
高
額
療
養
費
」
、「
高
額
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
」
と
し
て
、
そそ

の
超
え
た
分
が
支
払
わ
れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
医
療
費
と
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
は
別
に
計
算
さ
れ
る
た
め

の
超
え
た
分
が
支
払
わ
れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
医
療
費
と
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
は
別
に
計
算
さ
れ
る
た
め
、、

両
方
を
利
用
す
る
世
帯
で
は
高
額
な
負
担
と
な
っ
て
し
ま
う
場
合
が
あ
り
ま
す

両
方
を
利
用
す
る
世
帯
で
は
高
額
な
負
担
と
な
っ
て
し
ま
う
場
合
が
あ
り
ま
す
。。

こ
の
よ
う
な
世
帯
の
負
担
を
軽
減
す
る
た
め
に
「
高
額
医
療
・
高
額
介
護
合
算
療
養
費
制
度
」
が
設

　
こ
の
よ
う
な
世
帯
の
負
担
を
軽
減
す
る
た
め
に
「
高
額
医
療
・
高
額
介
護
合
算
療
養
費
制
度
」
が
設
けけ

ら
れ
て
い
ま
す

ら
れ
て
い
ま
す
。。

後期高齢者医療

＋介護保険

医療保険（国保など）＋介護保険
所　得　区　分

７０歳未満を含む世帯７０～７４歳のみの世帯

１２６万円繋上位所得者

６７万円６７万円罫現役並み所得者

５６万円６７万円５６万円茎一　般

３１万円
３４万円

３１万円荊市民税非課税世帯【区分衛】

１９万円１９万円蛍市民税非課税世帯【区分英】

【所得区分の説明】

繋上位所得者…基礎控除後の総所得金額などが６００万円を超える世帯の方です。

罫現役並み所得者…市民税の課税所得が１４５万円以上ある加入者と、その方と同じ世帯の加入者です。

茎一　般…所得区分が 繋 罫 荊 蛍 以外の方です。

荊市民税非課税世帯【区分衛】…世帯全員が市民税非課税の方です。

蛍市民税非課税世帯【区分英】…【区分衛】に該当する方のうち、世帯全員の税法上の所得金額が ０ 円
ゼロ

かつ公的年金受給額が８０万円以下の方、または老齢福祉年金を受給されている方です。

※所得区分は、毎年７月３１日現在の窓口負担割合が適用されます。

■高額医療・高額介護合算療養費の自己負担基準額（年額）

医
療
保
険
と
介
護
保
険
の
両
方
を
利
用
す
る

世
帯
の
高
額
な
負
担
を
軽
減
す
る
制
度
で
す

高
額
医
療
・
高
額
介
護
合
算
療
養
費
制
度
と
申
請
の
お
知
ら
せ

医療

介護

高
額
医
療
・
高
額
介
護

合
算
療
養
費




